
学校法人会計基準
（資金収支計算書の内容）
第三十二条 資金収支計算書は、当該会計年度の諸活動に対応する全ての収入及び支出の

内容並びに当該会計年度における支払資金（現金及びいつでも引き出すことができる
預貯金をいう。以下同じ。）の収入及び支出のてん末を明瞭に表示するものとする。
旧学校法人会計基準
（資金収支計算の目的）
第六条 学校法人は、毎会計年度、当該会計年度の諸活動に対応するすべての収入及

び支出の内容並びに当該会計年度における支払資金（現金及びいつでも引き出す
ことができる預貯金をいう。以下同じ。）の収入及び支出のてん末を明らかにす
るため、資金収支計算を行なうものとする。

学校法人会計基準
（資金収支計算の方法）
第三十三条 資金収入の計算は、当該会計年度における支払資金の収入並びに当該会計年

度の諸活動に対応する収入で前会計年度以前の会計年度において支払資金の収入とな
つたもの（第三十七条第一項において「前期末前受金」という。）及び当該会計年度
の諸活動に対応する収入で翌会計年度以後の会計年度において支払資金の収入となる
べきもの（第三十七条第一項において「期末未収入金」という。）について行うもの
とする。

２ 資金支出の計算は、当該会計年度における支払資金の支出並びに当該会計年度の諸
活動に対応する支出で前会計年度以前の会計年度において支払資金の支出となつたも
の（第三十七条第二項において「前期末前払金」という。）及び当該会計年度の諸活
動に対応する支出で翌会計年度以後の会計年度において支払資金の支出となるべきも
の（第三十七条第二項において「期末未払金」という。）について行うものとする。
旧学校法人会計基準
(資金収支計算の方法）
第七条 資金収入の計算は、当該会計年度における支払資金の収入並びに当該会計年

度の諸活動に対応する収入で前会計年度以前の会計年度において支払資金の収入
となつたもの（第十一条において「前期末前受金」という。）及び当該会計年度
の諸活動に対応する収入で翌会計年度以後の会計年度において支払資金の収入と
なるべきもの（第十一条において「期末未収入金」という。）について行なうも
のとする。

１ 資金支出の計算は、当該会計年度における支払資金の支出並びに当該会計年度
の諸活動に対応する支出で前会計年度以前の会計年度において支払資金の支出と
なつたもの（第十一条において「前期末前払金」という。）及び当該会計年度の
諸活動に対応する支出で翌会計年度以後の会計年度において支払資金の支出とな
るべきもの（第十一条において「期末未払金」という。）について行なうものと
する。



学校法人会計基準
（勘定科目）
第三十四条 学校法人は、この節の規定の趣旨に沿つて資金収支計算書を作成するため必

要な勘定科目を設定するものとする。
旧学校法人会計基準
（勘定科目）
第八条 学校法人は、この章の規定の趣旨に沿つて資金収支計算を行なうため必要な

勘定科目を設定するものとする。
学校法人会計基準
（資金収支計算書の記載方法）
第三十五条 資金収支計算書には、収入の部及び支出の部を設け、収入又は支出の科目ご

とに当該会計年度の決算の額を予算の額と対比して記載するものとする。
旧学校法人会計基準
（資金収支計算書の記載方法）
第九条 資金収支計算書には、収入の部及び支出の部を設け、収入又は支出の科目ご

とに当該会計年度の決算の額を予算の額と対比して記載するものとする。
学校法人会計基準
（資金収支計算書の記載科目）
第三十六条 資金収支計算書に記載する科目は、別表第三のとおりとする。

旧学校法人会計基準
（資金収支計算書の記載科目）
第十条 資金収支計算書に記載する科目は、別表第一のとおりとする。

学校法人会計基準
（資金収支計算書の様式）
第三十八条 資金収支計算書の様式は、第三号様式のとおりとする。

旧学校法人会計基準
（資金収支計算書の様式）
第十二条 資金収支計算書の様式は、第一号様式のとおりとする。

学校法人会計基準
（前期末前受金等）
第三十七条 当該会計年度の資金収入のうち前期末前受金及び期末未収入金は、収入の部

の控除科目として、資金収支計算書の収入の部に記載するものとする。
２ 当該会計年度の資金支出のうち前期末前払金及び期末未払金は、支出の部の控除科
目として、資金収支計算書の支出の部に記載するものとする。
旧学校法人会計基準
（前期末前受金等）
第十一条 当該会計年度の資金収入のうち前期末前受金及び期末未収入金は、収入の

部の控除科目として、資金収支計算書の収入の部に記載するものとする。
２ 当該会計年度の資金支出のうち前期末前払金及び期末未払金は、支出の部の控
除科目として、資金収支計算書の支出の部に記載するものとする。


